
インタフェース仕様書（案）
サービス事業所インタフェース編

　この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられ

る事項を整理したものであり、今後、医療保険福祉審議会の審

議等に伴い変更がありうる。



　



改訂履歴

・平成１１年８月３日「全国介護保険担当課長会議資料」に対する改定履歴

改訂前 改訂後
No.

ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容

１

９６

９８

１００

２
４
５
６
７
１
２
４
備考
１
２
３
５
備考

介護給付費請求書
介護給付費請求明細書
介護保険審査増減点通知書
介護保険審査決定増減表
請求明細・給付管理票返戻（保
留）一覧表
介護給付費支払決定額通知書

介護給付費支払決定額内訳書

介護給付費再審査申立書
介護給付費再審査決定通知書

介護給付費過誤申立書
介護給付費過誤決定通知書

１０

１２

１４

２
４
５
６
７
１
２
４
備考
１
２
３
５
備考

下記のように変更

介護給付費請求書情報
介護給付費請求明細書情報
介護保険審査増減点通知書情報
介護保険審査決定増減表情報
請求明細・給付管理票返戻（保
留）一覧表情報
介護給付費支払決定額通知書情
報
介護給付費支払決定額内訳書情
報
介護給付費再審査申立書情報
介護給付費再審査決定通知書情
報
介護給付費過誤申立書情報
介護給付費過誤決定通知書情報

２

９８ ２

国保連合会は、受け付けた介護
給付費再審査申立書（伝送、磁
気、帳票のいずれかで受付）の
受付チェックを実施し、エラー
を発見した場合、サービス事業
所等へエラーを通知する。
なお、受付エラーは、提出され
た介護給付費再審査申立書の
記載内容の誤りではないため、
返戻として扱われない。

１２ ２ 下線部のように変更

国保連合会は、受け付けた介護
給付費再審査申立書情報（伝送、
磁気、帳票のいずれかで受付）
の受付・形式・資格チェックを
実施し、エラーを発見した場合、
サービス事業所等へエラーを通
知する。
なお、介護給付費再審査申立エ
ラーは、返戻として扱われない。

３
９８ ５

６
１２ ５

６
項番５．６の説明文を削除

４

９８ ７
介護給付費再審査申立書の審
査結果に基づきサービス事業
所等へ介護給付費過誤決定通
知書(事業所)を発送する。

１２ ７ 下線部を変更し、項番を４に変
更
　介護給付費再審査申立書情報
の審査結果に基づきサービス事
業所等へ介護給付費再審査決定
通知書情報 (事業所)を発送す
る。

５

９９
１０１

再審査申立月　第 3週目
過誤申立月　　第 3週目
　　媒体チェック

１３
１５

　受付・資格・形式チェックに
変更

　



改訂前 改訂後
No.

ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容

６

９９ 再審査申立翌月　第 1週　～
再審査申立翌々月　第 1週

１３ 図中より以下の情報を削除
・形式・資格・上限チェック
・返戻通知処理増減点通知処理
・介護保険審査増減点通知書情
報
・介護保険審査決定増減表情報
・請求明細・給付管理票返戻(保
留)一覧表情報

　

７

１００ ３
国保連合会は、受け付けた介護
給付費過誤申立書（伝送、磁気、
帳票のいずれかで受付）の受付
チェックを実施し、エラーを発
見した場合、保険者へエラーを
通知する。
なお、受付エラーは、提出され
た介護給付費再審査申立書の
記載内容の誤りではないため、
返戻として扱われない。

１４ ３ 下線部のように変更
国保連合会は、受け付けた介護
給付費過誤申立書情報（伝送、
磁気、帳票のいずれかで受付）
の受付・形式・資格チェックを
実施し、エラーを発見した場合、
保険者へエラーを通知する。
なお、介護給付費過誤申立エラ
ーは、返戻として扱われない。

８
１００ ５ １４ ５ 項番５の説明文を削除し、項番

６を項番５へ変更

９

１０１ 過誤申立月　第３週　～
過誤申立翌月　第 1週

１５ 図中より以下の情報を削除
・形式・資格・上限チェック
・再審査委員会
・返戻通知処理増減点通知処理
・介護保険審査増減点通知書情
報
・介護保険審査決定増減表情報
・ 請求明細・給付管理票返戻(保
留)一覧表情報

１０

１０２
１０９
１１２
１１３
１３０

・老人保健施設短期入所療養
介護
・病院療養型短期入所療養介
護

１６
２４
２７
２８
４５

下線部のように変更
・老人保健施設における短期入
所療養介護
・病院・診療所における短期入
所療養介護

１１

１０４ ２ 増減点返戻通知情報（出力情
報）
（２）介護保険審査増減点通

知書情報
　帳票形式：汎用紙Ａ３ヨコ

１８ ２ 帳票形式の変更

（２）介護保険審査増減点通知
書情報

　　帳票形式：汎用紙Ａ４ヨコ

１２
１０６ ２

　項目名：請求年月
２０ ２ 項目名および説明文中の項目名

を変更
　項目名：サービス提供年月

１３
１０６ １５

　項目名：標準負担額
２０ １５ 項目名を変更

　項目名：標準負担月額



改訂前 改訂後
No.

ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容

１４

１０６
　～

１６５
・「3.5 留意事項：｢年月｣欄」
　　参照(P.110)
・「 3.4 コード一覧」参照
(P.105)
・「3.5 留意事項：｢年月日｣欄」
　　参照(P.110)
・「3.5 留意事項：｢点数単価｣
欄」参照(P.110)

２０
～
８２

参照ページを下線部のように変
更
・「3.5 留意事項：｢年月｣欄」
　　参照。(P.113)
・「3.4コード一覧」参照。(P.107)
・「3.5 留意事項：｢年月日｣欄」
　　参照。(P.113)
・「3.5 留意事項：｢点数単価｣欄」
　　参照。(P.113)
欄外注記に句点を付加

１５
１０６ ２０ ５ 様式等の変更による項目の追

加

１６
１０７ ２１ ２

～
２９

様式等の変更による項目の追
加及び変更

１７

１０８
６．集計レコード１（複数レコ
ード）
訪問通所の介護給付費請求に
おいてサービス種類ごとの集
計情報を格納する
７．集計レコード２
訪問通所系以外の介護給付費
請求において集計情報を格納
する

２３ 下記のように変更

６．集計レコード（複数レコー
ド）
介護給付費請求においてサービ
ス種類ごとの集計情報を格納す
る

１８

１０９
～

１３０ 　　介護福祉施設サービス
　　介護保健施設サービス
　　介護療養施設サービス

２４
～
５６

下線部のように変更

　　介護老人福祉施設
　　介護老人保健施設
　　介護療養型医療施設

１９

１０９
　項目名：
　　集計レコード１（複数レコ

ード）
　　集計レコード２

２４ 下記のように変更

　　集計レコード（複数レコー
ド）

２０

１１０
～

１１７
　項目名：サービス実施年月
　項目名：保険者番号

２５
～
３２

項目名および説明文中の項目名
を変更
　項目名：サービス提供年月
　項目名：証記載保険者番号

２１
１１０

～
１１７ 　項目名：集計レコード１

２５
～
３２

下記のように変更

　集計レコード

２２
１１８

～
１１９

３３
～
３４

様式等の変更による項目の追
加及び変更

２３
１２１ ３６ 様式等の変更による項目の追

加及び変更



改訂前 改訂後
No.

ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容

２４
１２２

～
１２３

３７
～
３８

様式等の変更による項目の追
加及び変更

２５
１２４ ３９

～
４０

様式等の変更による項目の追
加及び変更

２６
１２５ ４１ 様式等の変更による項目の追

加及び変更

２７

１２５ １３ １３ 公費１対象食事提供のべ日数欄
公費２対象食事提供のべ日数欄
公費３対象食事提供のべ日数欄
を追加
　項番　：１４　（１５、１６）
　項目名：公費(1,2,3)対象食事

提供のべ日数
　属性　：数字
　ﾊﾞｲﾄ数：２
　内容　：公費(1,2,3)対象分の

食事提供のべ日数を設
定する

２８
１２６ 集計レコード１（複数レコード）

を削除

２９

１２７
～

１２９
　レコード名：集計レコード２

４２
～
４４

レコード名を変更
　レコード名：集計レコード（複

数レコード）
及び項目の追加・変更

３０
１３０

～
１４０

４５
～
５５

前記項目変更に伴う対応表の変
更

３１
１４２ ５７ 様式等の変更による項目の追

加及び変更

３２
１４４

～
１４５

５９
～
６０

様式等の変更による項目の追
加及び変更

３３
１４８ ６３ 様式等の変更による項目の追

加及び変更

３４
１５１ ６６ 様式等の変更による項目の追

加及び変更

３５
１５３ ６８ 様式等の変更による項目の追

加及び変更

３６
１５８
１５９

７３
７４

様式等の変更による項目の追
加及び変更

３７
１６１

～
１６６

７６
～
８１

様式等の変更による項目の追
加及び変更

３８
項目名：データ種別
　属性：数字

コントロールレコードフォーマ
ットのデータ種別の属性を変更
項目名：データ種別
　属性：英数



改訂前 改訂後
No.

ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容

３９

１９１ １５ コード一覧
居宅サービス計画作成区分コー
ド欄
内容：
1:指定居宅介護支援事業所作成
2:基本該当居宅介護支援事業所
作成
2:自己作成

１０６ １５ 居宅サービス計画作成区分コー
ド欄
内容を以下のように変更
内容：
1:居宅介護支援事業所作成
2:自己作成

４０

１９２
３０

コード一覧
サービス種類コード欄
内容： 22:短期入所療養介護

１０７
２９

下記の内容を追加
内容： 22:短期入所料要介護
          (介護老人施設)
       23:短期入所料要介護
          (介護療養型医療施

設等)

４１

１９１
～

１９５

１０６
～

１１２

コード一覧として、以下の項目
を追加
・ 旧措置入所者特例コード
・ 中止理由コード
・ 退所（院）後の状態コード
・ 標準負担額減免コード
・ 申立者区分コード
・ 給付管理票情報作成区分コー
ド
・ 給付管理票種別区分コード
・ 緊急時訪問体制加算の有無
・ 食事提供基準
・ 生活保護法による指定の有無

請求情報区分コード
下記に変更

保険・公
費 等 区
分 コ ー
ド

内容

保険・
公費等
区分コ
ード

法別番号 内容

保 険 請
求分

01:通常の利用者
負担

02:減免対象
03:給付率引き下
げ分

99:合計

保険請
求

“0”固定

12: 生 活
保護

01: 居 宅 サ
ービス・
施設サー
ビス

02: 居 宅 介
護支援

４２

１９５ ６１

保 険 優
先 公 費
分 ま た
は 公 費
単独分

99 以外:法別番号
99:合計

１１１ ６６

公費請
求

12 以外 “０”固定

４３ １９６
１１３ （４）「摘要」欄の追加



改訂前 改訂後
No.

ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 項番 内容

各帳票の右下に交換情報識別番
号を追加

帳票名
交換情報
識別番号

介護給付費再審査申
立書

71B1

介護保険審査増減表 7211

介護保険審査増減点
通知書

7311

請求明細・給付管理
票返戻（保留）一覧
票

7411

介護給付費支払決定
額通知書

7511

介護給付費支払額内
訳書

7521

介護給付費籠決定通
知書

7611

４４

２１１
～

２２６

１２９
～

１４４

介護給付費再審査決
定通知書

7621

４５
２１５
２２３

介護報酬支払決定額通知書帳
票イメージにおいて
　　用紙サイズ：Ａ４横

１３３
１４１

用紙サイズを変更
　用紙サイズ：Ａ４縦

４６

２１５
２２３

　 １３３
１４１

介護報酬支払決定額通知書帳票
イメージにおいて
　主治医意見書作成料
　訪問調査費委託料
上記の項目にそれぞれ消費税欄
を追加

４７

２１８
２２６

介護給付費再審査決定通知書
帳票イメージ
被保険者氏名：
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ（漢字２０
バイト）

１３６
１４４

被保険者氏名欄の属性およびバ
イト数を変更
被保険者氏名：
XXX～XXXX（英数２５バイト）

４８

２１８ 介護給付費再審査決定通知書
帳票イメージの合計欄

調整点数　　　　：
　　　　ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9
調整保険者負担額：
　　　　ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9

１３６ 合計欄の調整点数および調整
保険者負担額の属性およびバ
イト数を変更
調整点数：
　　　　----,---,---,--9
調整保険者負担額：
　　　　----,---,---,--9

４９
２１９
～
２２６

１３７
～

１４４

帳票の印字例を変更
・ 事業所番号、保険者番号等の
下 2桁を XX に変更
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１　介護給付費の請求について

１．１　　居宅サービスの基本的な流れ

　　　　居宅サービスの基本的な流れを以下に示す。

① 　要介護者又は要支援者（以下、「要介護者等」という。）は、居宅介護支援事業所に居宅介

護支援サービスの提供を依頼するとともに、居宅サービス計画作成の依頼の旨を市町村に

届け出る。

② 　居宅介護支援事業所は、要介護者等の同意を基に、居宅サービス事業所とサービスの提

供について調整を行い、居宅サービス計画を作成する。また、作成した居宅サービス計画を

基に、サービス提供票、サービス利用票を作成しそれぞれ居宅サービス事業所、要介護者等

に交付する。

③ 　居宅サービス事業所は、サービス提供票に基づき要介護者等にサービスを提供する。

④ 　居宅サービス事業所は、提供したサービスの介護給付費請求書及び介護給付費請求明細

書（以下、「請求書等」という。）を翌月初めに各都道府県の国民健康保険団体連合会（以下、

「国保連合会」という。）に送付する。

⑤ 　居宅介護支援事業所は、要介護者等が受けたサービスに基づき（居宅サービス計画に変

更があった場合はその内容を反映する）給付管理票を作成し、居宅介護サービス計画費等の

請求書等とともに翌月初めに国保連合会に送付する。

⑥ 　国保連合会は、給付管理票を基に居宅サービス事業所の請求書等と突合し、支給限度額

等の審査を行う。

⑦ 　国保連合会は、居宅介護支援サービス事業所及び居宅サービス事業所からの請求につい

て審査後、保険者に請求する。

⑧ 　保険者は、国保連合会に支払いを行う。

⑨ 　国保連合会は、居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所に支払いを行う。

　請求書等は、居宅サービス事業所及び介護保険施設（以下「サービス事業所等」という。）が、

要介護者等に対し居宅サービス及び施設サービスを行ったとき、各サービスに要した費用につ

いて厚生大臣が定める基準により算定した費用の額を限度として、利用者に代わり市町村（保

険者）から支払いを受ける（代理受領）ための書類である。この請求書等は、市町村から審査支

払の事務の委託を受けている国保連合会に送付する。

　また、給付管理票は、居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費の支給限度額管理を行う

ために、居宅介護支援事業所に対して法定代理受領サービスに係る報告として提出を義務づ

けられた文書である。具体的には、現物給付の審査支払において、居宅サービス事業所からの

請求内容が要介護者等の居宅サービス計画に位置付けられたものであること及びその請求額

が支給限度額の範囲内であること等を確認するために使用するものである。（居宅サービス計

画を被保険者自身が作成した場合には、給付管理票は保険者が作成する。）
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　なお、居宅サービスのうち居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所

者生活介護については、居宅サービス計画に位置付けられていない場合においても現物給付

される。（有料老人ホームにおいては、受給者から代理受領について同意を得た旨等を国保連

合会に提出した場合に限る。）

居宅サービス計画
作成

居宅サービス計画
作成

居宅サービス計画、
サービス利用票

居宅サービス計画、
サービス利用票

②居宅サービス計画、
サービス利用票交付

給付管理票
給付管理票

②サービス計画に基づく
依頼と調整

⑤毎月作成
（計画に変更があった場合
はその内容を反映）

③サービス提供
給付範囲に応じた
利用者負担徴収

要介護者等要介護者等要介護者等要介護者等
居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所 居宅サービス事業所居宅サービス事業所居宅サービス事業所居宅サービス事業所

国保連合会国保連合会国保連合会国保連合会

④サービス提供票に基づき、
限度額の範囲内で請求

※サービス提供の翌月初めに送付

⑥給付管理票と請求書
を突合チェック

⑦審査後送付

保険者保険者保険者保険者

居宅介護サービスの基本的な流れ

給付管理票
給付管理票

①居宅介護支援提供の依
頼

サービス提供票
サービス提供票

①居宅サービス計画の
依頼の届出

⑧支払い

⑨支払い

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求明細書

給付管理票と居宅サービス事業所からの請求内容との突合イメージ

■ 給付管理票

訪問通所区分支給限度額  １００点

サービス事

業所

サ ー ビ ス

種類

点数

Ａ事業所 訪問介護 ５０

Ｂ事業所 訪問入浴 ３０

Ｃ事業所 通所介護 ２０

■請求書（Ａ事業所）
訪問介護１ ３０

訪問介護２ ２０

■請求書（Ｂ事業所）
訪問入浴１ ３０

■請求書（Ｃ事業所）
通所介護１ １５

通所介護２ ５

事業所・サービス種

類毎の給付計画点数
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１．２　施設サービスの基本的な流れ

　施設サービスの基本的な流れを以下に示す。

① 　介護保険施設は、要介護者毎に施設サービス計画を作成し、その計画に基づき介護サービ

スを提供する。

② 　介護保険施設は、提供したサービスの請求書等を、翌月初めに国保連合会に送付する。

③ 　国保連合会は、請求書等について審査した後、保険者に請求する。

④ 　保険者は、国保連合会に支払いを行う。

⑤ 　国保連合会は、介護保険施設に支払いを行う。

施設サービス計画
作成

施設サービス計画
作成

①施設サービス計画に
基づいたサービスの提供

介護保険施設介護保険施設介護保険施設介護保険施設

国保連合会国保連合会国保連合会国保連合会

※サービス提供の
翌月初めに送付

③審査後送付

保険者保険者保険者保険者

施設介護サービスの基本的流れ

④支払い

⑤支払い

審査
審査

要介護者要介護者要介護者要介護者

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求書

介護給付費
　　請求明細書

介護給付費
　　請求明細書

②提供したサービスに
基づき請求
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１．３　返戻・査定

　国保連合会が行う審査において、請求書等の内容に誤りがあった場合、返戻または査定が行

われる。サービス事業所等は、返戻・査定の内容を確認し、疑義がある場合には、再請求、再審

査申し立てまたは保険者に過誤申し立ての依頼を行う。

１．３．１　国保連合会における主な点検事項

　（１）　介護給付費請求書等

① 　請求書等の点検
点検項目 点検内容 取扱い

サービス提供年月 ・サービス提供年月の設定があるか。
・ 月遅れ分である場合は、請求権の時効（サービス月の
翌々々月の 1日が起算日）前であるか。

返戻

サービス事業所等に
係る設定事項

・ 事業所台帳と照合し、事業所番号が有効であるか。

　　指定サービス事業所等であるときは、当該サービス提供年月

　　において都道府県知事の指定が有効（業務停止等の処分を

　　受けていない）である必要がある。

基準該当居宅サービス事業所であるときは、当該サービス
年月において市町村の基準該当等サービスの指定が有効で
ある必要がある。

返戻

請求先に係る設定事
項

・保険者台帳と照合し、サービス提供年月において有効な保
険者番号であるか。

返戻

受給者に係る設定事
項

・ 市町村（保険者）の要介護認定を受け、当該サービス月にお
ける介護給付又は予防給付の受給資格（受給者台帳の要介

護状態区分と認定有効期間）を有しているか。

・ 保険料滞納による保険給付制限を受けていないか。

返戻

請求内容（明細）に
係る設定事項

・ 給付費点数表と照合し、サービス内容に合ったサービスコ
ード、点数であるか。

・ 居宅介護（支援）サービスの場合、代理受領の要件を満た
しているか。

・ 介護保険施設の場合、食事提供費に係る請求が適正である
か。

・ 介護老人保健施設、病院療養型病床群における短期入所、
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設における施設
サービスにおいて、緊急時施設療養費または特定診療費に
係る請求が適正であるか。

返戻

返戻
または
査定
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② 　居宅サービスにおける給付管理票との突合

（居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護を除く）

点検項目 点検内容 取扱い
・ 介護給付費請求明細書と同一月、同一受給者の給付管理票
が存在するか。

返戻給付管理票との突合

・ 介護給付費請求明細書と同一月、同一事業所のサービス種
類が存在するか。

・ 介護給付費請求明細書のサービス種類ごとの合計請求点
数（日数）が、給付管理票の計画点数（日数）以下である
か。

査定

１．４　再請求

　サービス事業所等は、要介護者等に提供した介護サービスの請求書等について、国保連合

会において審査を行った結果返戻となった場合、その内容について確認を行い、請求内容に誤

りがあった場合、請求書等を修正し再度国保連合会に提出する。

　また、返戻の理由が保険者から国保連合会に送る台帳による場合、保険者に対し台帳の修正

を依頼し、国保連合会に再請求を行う。

１．５　過誤申し立ての依頼

　サービス事業所等は、疑義のある査定について、その理由が保険者から国保連合会に送る台

帳による場合、保険者に対し台帳の修正及び過誤申し立てを国保連合会に行うよう依頼する。

　また、審査決定済みの請求について取下げを行う場合においても、保険者にその旨を連絡し、

国保連合会に過誤申し立てを行うよう依頼する。

１．６　給付管理票（修正）の提出の依頼

　サービス事業所等は、疑義のある査定について、その理由が給付管理票との不一致による場

合、居宅介護支援事業所に給付管理票（修正）を国保連合会に提出することを依頼する。国保

連合会は、給付管理票（修正）と給付実績を基に、再審査を行う。

１．７　再審査申し立て

　サービス事業所等は、疑義のある査定について、国保連合会に再審査を依頼する場合、再審

査申し立てを行う（緊急時施設療養費及び特定診療費等医療行為の査定に対する再審査）。
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介護給付費請
求書の返戻

介護給付費請
求書の返戻

再請求
再請求

介護サービス事業所等介護サービス事業所等介護サービス事業所等介護サービス事業所等

国保連合会国保連合会国保連合会国保連合会

審査決定済みの
請求を取り下げる
場合

保険者保険者保険者保険者

請求書等の再請求・再審査及び過誤

過誤申し立ての
依頼

過誤申し立ての
依頼

介護サービス事業者
の誤りによる場合

給付管理票
（修正）

給付管理票
（修正）

提出
提出

過誤申し立て
過誤申し立て

審査
審査

再審査
再審査

介護給付費請
求書の査定

介護給付費請
求書の査定

再審査申し立て
再審査申し立て

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

医療行為の再審査

給付管理票の誤りに
よる場合

給付管理票（修正）
提出の依頼

給付管理票（修正）
提出の依頼
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１．８　給付管理票と請求書の突合による支給限度額管理の審査例

給付管理票
平成１２年４月分
被保険者名 日本　太郎

訪問通所区分支給限度額
４００点／月

事業所 サービス種類 点数
Ａ事業所 訪問介護 ２００
Ｂ事業所 訪問介護 １００
Ｂ事業所 訪問入浴 １００

請求明細書
平成１２年４月分
事業所名 Ａ事業所Ａ事業所Ａ事業所Ａ事業所
被保険者名 日本　太郎
サービス名 ･･ 点数

訪問介護○○○ ９０
訪問介護△△△ １１０
訪問入浴◇◇◇ ６０

請求明細書
平成１２年４月分
事業所名 Ｂ事業所Ｂ事業所Ｂ事業所Ｂ事業所
被保険者名 日本　太郎
サービス名 ･･ 点数

訪問介護○○○ ５０
訪問介護△△△ ７０
訪問入浴○○○ １００

請求明細書
平成１２年４月分
事業所名 Ｃ事業所Ｃ事業所Ｃ事業所Ｃ事業所
被保険者名 日本　太郎
サービス名 ･･ 点数

訪問介護○○○ ５０

（Ａ事業所の請求明細書の審査）
・ 給付管理票に記載された事業所であるこ

とを確認。

・ 請求金額が割り当てられた訪問介護サー

ビス 200 点の範囲内であることを確認。

・ Ａ事業所に割り当てられたサービス以外

の限度額管理対象の請求について６０点

査定（減点）する。

（給付管理票の点検）
・ サービス計画月の区分支給限度額とし

て妥当であることを確認。

・ 各事業所に割り当てたサービスの給付

点数合計が各支給限度額の範囲内であ

ることを確認。

（Ｂ事業所の請求明細書の審査）
・ 給付管理票に記載された事業所であるこ

とを確認。

・ 請求金額が割り当てられた訪問介護 100

点を超えているため、20 点査定（減点）

する。

・ Ｂ事業所に割り当てられたサービス以外

の限度額管理対象の請求がないことを確

認。

（他事業所の請求明細書の審査）
・ 給付管理票に記載されていない事業所

からの請求は返戻とする。
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このページは空白です
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２　インタフェース仕様

２．１　受け渡し概要図

受け渡し概要図の中で用いている図の意味は、次の通り。

表示図 内容

　伝送であることを示す。

　

　

　磁気（FD、ＭＯ、MT等）媒体であることを示す。

　

　帳票であることを示す。

　

　業務の流れの中で判断を行うことを示す。

　

　業務の流れの中で特定の処理を行うことを示す。

　

　伝送、磁気、および帳票のいずれでもない通知の方法を示す。
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２．１．１　介護給付費請求情報受け渡し概要

サービス事業所等 国保連合会

1. サービス事業所等は、被保険者に対してサー

ビスを行った場合、国保連合会に介護給付費

請求書情報、介護給付費請求明細情報を提

出する。
2. 国保連合会は、受け付けた介護給付費請求

書情報等（伝送、磁気、帳票のいずれかで受

付）の受付チェックを実施し、エラーを発見した

場合、サービス事業所等へエラーを通知す

る。

なお、受付エラーは、提出された介護給付費

請求書情報、介護給付費請求明細書情報の

記載内容の誤りではないため、返戻として扱

われない。

3. サービス事業所等は、受付チェックでエラーと

なった媒体のチェックを行い、誤りを修正した

後、国保連合会に翌月(受付期間に間に合え

ば当月)提出する。

4. 形式･資格･上限チェックにおける返戻、審査

委員会における査定が発生した場合、サービ

ス事業所等へ介護保険審査増減点通知書情

報、介護保険審査決定増減表情報、請求明

細・給付管理票返戻（保留）一覧表情報を送付

する。
5. 提出した介護給付費請求明細書情報に記載さ

れた内容に誤りがある場合、査定が発生す

る。この場合、サービス事業所等はその査定

の内容を確認後、再請求、再審査の申立、ま

たは保険者へ過誤申立の依頼等を行う。

7. 国保連合会から介護給付費支払決定額通知

書情報、介護給付費支払決定額内訳書情報

を受け取る。

6. 審査委員会における審査結果に基づきサービ

ス事業所等へ介護給付費支払決定額通知書

情報、介護給付費支払決定額内訳書情報を

発送する。

備考
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　　介護給付費請求情報受け渡し概要図

月 週 サービス事業所等 国保連合会
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翌
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決定額内訳書情報
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審査委員会
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２．１．２　介護給付費再審査申立書情報受け渡し概要

サービス事業所等 保険者 国保連合会

1. サービス事業所等は、国保

連合会から通知された介護

保険審査増減点通知書情

報、介護保険審査決定増減

表情報の内容を確認後、査

定内容に疑義がある場合に

は、介護給付費再審査申立

書情報を国保連合会へ提出

する。 2. 国保連合会は、受け付けた介護給付

費再審査申立書情報（伝送、磁気、帳

票のいずれかで受付）の受付・形式・資

格チェックを実施し、エラーを発見した

場合、サービス事業所等へエラーを通

知する。

なお、介護給付費再審査エラーは、返

戻として扱われない。

3. サービス事業所等は、受付

チェックでエラーとなった媒

体のチェックを行い、誤りを

修正した後、国保連合会に

翌月(受付期間に間に合えば

当月)提出する。

4. 介護給付費再審査申立書情報の審査

結果に基づきサービス事業所等へ介

護給付費再審査決定通知書情報(事業

所)を発送する。

※備考参照

備考

※ 提出された介護給付費再審査申立書情報を基にして、当該サービスの情報を給付実績から参照す
る。
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　　介護給付費再審査申立書情報受け渡し概要図

月 週 サービス事業所等 保険者 国保連合会
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２．１．３　介護給付費過誤情報受け渡し概要

サービス事業所等 保険者 国保連合会

2. 保険者が介護給

付費過誤申立書

情報を提出する。

3. 国保連合会は、受け付けた介護給付
費過誤申立書情報（伝送、磁気、帳票
のいずれかで受付）の受付・形式・資格

チェックを実施し、エラーを発見した場

合、保険者へエラーを通知する。

なお、介護給付費過誤申立エラーは、

返戻として扱われない。

1. サービス事業所等は、国保

連合会から通知された介護

保険審査増減点通知書情

報、介護保険審査決定増減

表情報の内容を確認後、査

定の原因が保険者の台帳登

録誤り等である場合、保険

者に台帳修正および過誤申

立を国保連合会に対して行

うように依頼する。また、一

度審査決定した請求に対し

て取り下げを行う場合、保険

者と調整して実績の取り下

げの過誤申立を依頼する

4. 保険者は、受付チ

ェックでエラーとな

った媒体のチェッ

クを行い、誤りを

修正した後、国保

連合会に翌月(受

付期間に間に合

えば当月)提出す

る。

5. 介護給付費過誤申立書情報の再審査

結果に基づきサービス事業所等へ介

護給付費過誤決定通知書情報(事業

所)を発送する。

※備考参照

備考

※ 提出された介護給付費過誤申立書情報を基にして、当該サービスの情報を給付実績から参照する。
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　　介護給付費過誤申立書情報受け渡し概要図
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２．２　インタフェース一覧

２．２．１　介護給付費請求情報（入力情報）

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

(1) 7111 介護給付費請求
書情報

サービス事業所等から介護給付費請求を行
う際に提出するサービス事業所単位の集計
情報

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(2) 7121 介護給付費請求
書別紙情報

サービス事業所等から介護給付費請求を行
う際に提出するサービス事業所のサービス
情報

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(3) 7131 居宅介護（支援）
給付費請求明細
書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・訪問通所区分介護サービス
・居宅療養管理指導

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(4) 7141 居宅介護（支援）
給付費請求明細
書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・短期入所生活介護

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(5) 7151 居宅介護（支援）
給付費請求明細
書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・老人保健施設おける短期入所療養介護

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(6) 7161 居宅介護（支援）
給付費請求明細
書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・病院･診療所における短期入所療養介護

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(7) 7171 居宅介護（支援）
給付費請求明細
書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・痴呆対応型共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(8) 7181 施設介護給付費
請求明細書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・介護老人福祉施設

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(9) 7191 施設介護給付費
請求明細書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・介護老人保健施設

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

(10) 71A1 施設介護給付費
請求明細書情報

サービス事業所等から下記のサービスに対
する介護給付費請求を行う際に提出する被
保険者単位の明細情報
・介護療養型医療施設

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票
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受付媒体種別

種別 帳票名 伝送 磁気 帳票

介護給付費請求書 ○ ○ ◎

介護給付費請求書別紙 ○ ○ ◎

介護給付費

請求書

介護給付費明細書 ○ ○ ◎

○　…　必須、×　…　不要、◎　…　必須かつ紙媒体受付の際の入力対象

２．２．２　再審査・過誤申立情報（入力情報）

項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

(1) 71B1 介護給付費再審査
申立書情報

再審査を申し立てるための理由と対象とす
る給付実績を特定するための情報を記載し
た帳票

サービス事
業所等
→

国保連合会

月次 伝送
磁気
帳票

受付媒体種別

種別 帳票名 伝送 磁気 帳票

再審査・過誤

申立書

介護給付費再審査申立書 ○ ○ ◎

○　…　必須、×　…　不要、◎　…　必須かつ紙媒体受付の際の入力対象
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２．２．３　増減点返戻通知情報（出力情報）

出力形式
項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

CSV 帳票形式
(1) 7211 介護保険審査決定

増減表情報
保険者ごとの請求差、返
戻、査定増減、保留、保
留復活分の状況をサービ
ス事業所等へ通知するた
めのリスト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

(2) 7311 介護保険審査増減
点通知書情報

審査により増減点された
請求明細書の内容及び審
査結果内容をサービス事
業所等へ通知するための
リスト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

(3) 7411 請求明細・給付管
理票返戻（保留）
一覧表情報

返戻する介護給付費請求
書を確認するためのリス
ト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

出力媒体種別

種別 帳票名 伝送受付分 磁気受付分 帳票受付分

介護保険審査決定増減表情報

介護保険審査増減点通知書情報
増減点返戻

通知書
請求明細・給付管理票返戻（保留）一
覧表情報

伝送返却 帳票返却
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２．２．４　支払通知情報（出力情報）

出力形式
項番 識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

CSV 帳票形式
(1) 7511 介護給付費等支払

決定額通知書情報
サービス事業所等への支
払決定額を通知するため
のリスト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

(2) 7521 介護給付費支払決
定額内訳書情報

サービス事業所等へ支払
決定額の内訳を通知する
ためのリスト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

(3) 7611 介護給付費過誤決
定通知書情報（事
業所）

サービス事業所等へ過誤
申立の決定額を通知する
ためのリスト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

(4) 7621 介護給付費再審査
決定通知書情報
（事業所）

サービス事業所等へ再審
査請求の決定額を通知す
るためのリスト

国保連
合会
→
サービ
ス事業

月次 伝送

帳票 ○
○
汎用紙

Ａ４ヨコ

出力媒体種別

種別 帳票名 伝送受付分 磁気受付分 帳票受付分

介護給付費等支払決定額通知書情報

介護給付費支払決定額内訳書情報
介護給付費過誤決定通知書（事業所）情
報

支払通知書

介護給付費再審査決定通知書（事業所）
情報

伝送返却 帳票返却
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２．３　項目説明

　　本節では、「３　インタフェース規定　（３）レコードフォーマット（P.87）」のデータレコードフォーマットにお

いて“データ”として記載されている項目の各帳票ごとのインタフェースについて記載する。

２．３．１　介護給付費請求書情報

　（１）　介護給付費請求書情報（複数レコード）

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容
必須入
力

備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４
交換情報識別番号を設定
する

○
“7111”固定

２ サービス提供年月 数字 ６

介護給付費請求書の該当
するサービス提供年月（西
暦年月(YYYYMM)）を設定す
る

○

※２

３ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事
業所等の事業所番号を設
定する

○
※１

４ 保険・公費等区分コード 数字 １
保険・公費等区分コードを
設定する

○
※１

５ 法別番号 数字 ２
保険者請求分の場合は０、
公費請求分の場合は法別
番号を設定する。

○
※１

６ 請求情報区分コード 数字 ２
請求情報区分コードを設
定する

○
※１

７ 件数 数字 ６
サービス費用の件数を設
定する

○

８ 点数 数字 １１
サービス費用の点数を設
定する

○

９ 費用合計 数字 １２
サービス費用の合計を設
定する

○

１０ 保険請求額 数字 １２
サービス費用の保険請求
額を設定する

○

１１ 公費請求額 数字 １２
サービス費用の公費請求
額を設定する

○

１２

サ
ー
ビ
ス
費
用

利用者負担 数字 １２
サービス費用の利用者負
担額を設定する

○

１３ 件数 数字 ６
食事提供費用の件数を設
定する

１４ 延べ日数 数字 ８
食事提供費用の延べ日数
を設定する

１５ 金額 数字 １２
食事提供費用の合計金額
を設定する

１６ 標準負担月額 数字 １２
食事提供費用の標準負担
額を設定する

１７ 公費請求額 数字 １２
食事提供費用の公費負担
額を設定する

１８

食
事
提
供
費
用

保険請求額 数字 １２
食事提供費用の保険請求
金額を設定する

※ １　「3.4 コード一覧」参照。(P.106)

※ ２　「3.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.113)
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　（２）　介護給付費請求書別紙情報（複数レコード）

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容
必須入
力

備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４
交換情報識別番号を設定
する

○
“7121”固定

２ サービス提供年月 数字 ６

介護給付費請求書の該当
するサービス提供年月（西
暦年月(YYYYMM)）を設定す
る

○

※２

３ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事
業所等の事業所番号を設
定する

○
※１

４
指定／基準該当等事業所
区分コード

数字 １
サービス事業所の指定／
基準該当等事業所区分コ
ードを設定する。

○

５ 地域区分 数字 １
サービス事業所の所在す
る地域の地域区分を設定
する。

○
※１

６ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを設
定する

○
※１

７ 施設等の区分コード 数字 １
施設等の区分をコードで
設定する

○
※１

８ 人員配置区分コード 数字 １
人員配置区分をコードで
設定する

○
※１

９ 特別地域加算の有無 数字 １
特別地域加算の有無をコ
ードで設定する

○
※１

１０
緊急時訪問看護加算の有
無

数字 １
緊急時訪問看護加算の有
無をコードで設定する ○

※１

１１ 特別管理体制 数字 １
特別管理体制の対応をコ
ードで設定する

○
※１

１２ 機能訓練体制の有無 数字 １
機能訓練体制の有無をコ
ードで設定する

○
※１

１３ 食事提供体制の有無 数字 １
食事提供体制の有無をコ
ードで設定する

○
※１

１４ 入浴介助加算の有無 数字 １
特別入浴介助加算の有無
をコードで設定する

○
※１

１５ 特別入浴介助加算の有無 数字 １
特別入浴介助の有無をコ
ードで設定する

○
※１

１６
リハビリテーション体制
の有無

数字 １
リハビリテーション体制
の有無をコードで設定す
る

○
※１

１７ 基準省令附則 数字 １
基準省令附則をコードで
設定する

○
※１

１８ 常勤専従医師配置の有無 数字 １
常勤専従医師配置の有無
をコードで設定する

○
※１

１９ 看護職員等勤務条件基準 数字 １
看護職員等勤務条件基準
をコードで設定する

○
※１

２０ 平成１０年省令 数字 １
平成１０年省令をコード
で設定する

○
※１

２１ 医師の配置 数字 １
医師の配置をコードで設
定する

○
※１

２２
精神科医師定期診療の有
無

数字 １
精神科医師定期診療の有
無をコードで設定する

○
※１
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２３ 夜間勤務条件 数字 １
夜間勤務条件をコードで
設定する

○
※１

２４ 痴呆専門棟の有無 数字 １
痴呆専門棟の有無をコー
ドで設定する

○
※１

２５ 食事管理の状況 数字 １
食事管理の状況をコード
で設定する

○
※１

２６ 特別食の提供の有無 数字 １
特別食の提供の有無をコ
ードで設定する

○
※１

２７ 送迎体制 数字 １
送迎体制の対応をコード
で設定する

○
※１

２８ 職員の欠員の状況 数字 １
職員の欠員の状況をコー
ドで設定する

○
※１

２９
生活保護法による指定の
有無

数字 １
生活保護法第 54条の 2に
よる介護機関の指定等の
有無を設定する

○
※１

※ １　「3.4 コード一覧」参照。(P.106)

※ ２　「3.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.113)
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　（３）　介護給付費請求明細書情報

介護給付費請求明細書情報は以下のレコードの組み合わせにより構成される。

１：基本情報レコード

　　保険者、被保険者および請求サービス事業所等に関する情報等の明細書上の基本情報を

   格納する。

２：明細情報レコード（複数レコード）

　　実施したサービス単位でサービスコード・請求点数等を格納する

３：緊急時施設療養情報レコード（複数レコード）

　　緊急時施設療養を行った場合に緊急時施設療養に関する情報を格納する

４：特定診療費情報レコード（複数レコード）

　　特定診療を行った場合に特定診療に関する情報を格納する

５：食事費用情報レコード

　　施設の介護給付費請求において食事費用の請求を行う場合にその情報を格納する

６：集計レコード（複数レコード）

　　介護給付費請求においてサービス種類ごとの集計情報を格納する

７：集計レコード２

　　訪問通所以外の介護給付費請求において集計情報を格納する
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　格納が必要なレコードと様式の対応は以下の通りである。

様式-１ … 居宅介護（支援）給付費請求明細書

～　訪問通所区分介護サービス／居宅療養管理指導

様式-２(１) … 居宅介護（支援）給付費請求明細書

～　短期入所生活介護

様式-２(２) … 居宅介護（支援）給付費請求明細書

～　老人保健施設における短期入所療養介護

様式-２(３) … 居宅介護（支援）給付費請求明細書

～　病院･診療所における短期入所療養介護

様式-３ … 居宅介護（支援）給付費請求明細書

～　痴呆対応型共同生活介護／特定施設入所者生活介護

様式-５ … 施設介護給付費請求明細書

～　介護老人福祉施設

様式-６ … 施設介護給付費請求明細書

～　介護老人保健施設

様式-７ … 施設介護給付費請求明細書

～　介護療養型医療施設

様
式
―
１

様
式
―
２
（１
）

様
式
―
２
（２
）

様
式
―
２
（３
）

様
式
―
３

様
式
―
５

様
式
―
６

様
式
―
７

基本情報レコード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

明細情報レコード（複数レコード） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

緊急時施設療養情報レコード（複

数レコード）
○※１ ○※１

特定診療費情報レコード（複数レコ

ード）
○※2 ○※2

食事費用情報レコード ○※3 ○※3 ○※3

集計レコード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

　　　　　　　凡例：　◎…必須レコード　○…請求内容により必要となるレコード　空白…不要なレコード

※ １…　緊急時治療費の請求がある場合のみ

※ ２…　特定診療費の請求がある場合のみ

※ ３…　食事費用の請求がある場合のみ
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レコード構成図

様式-１：居宅介護（支援）給付費請求明細書情報　～訪問通所区分介護サービス／居宅療養管理指導

明細情報レコード

：

集計情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

基本情報レコード
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レコード構成図

様式-２(１)：居宅介護（支援）給付費請求明細書情報　　～短期入所生活介護

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

基本情報レコード
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レコード構成図

様式-２(２)：居宅介護（支援）給付費請求明細書情報　　～老人保健施設における短期入所療養介護

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

緊急時施設療養情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

基本情報レコード

緊急時施設療養情
報レコード

：
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レコード構成図

様式-２(３)：居宅介護（支援）給付費請求明細書情報　　～病院・診療所における短期入所療養介護

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

基本情報レコード

特定診療費情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

特定診療費情報レ
コード

：
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レコード構成図

様式-３：居宅介護（支援）給付費請求明細書情報
　　　　　　～痴呆対応型共同生活介護／特定施設入所者生活介護

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

基本情報レコード
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レコード構成図

様式-５：施設介護給付費請求明細書情報　　～介護老人福祉施設

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

基本情報レコード

食事費用情報レコ
ード 食事費用情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　：

　：
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レコード構成図

様式-６：施設介護給付費請求明細書情報　　～介護老人保健施設

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号
レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

基本情報レコード

食事費用情報レコ
ード

食事費用情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　：

　：

緊急時施設療養情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

緊急時施設療養情
報レコード

：
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レコード構成図

様式-７：施設介護給付費請求明細書情報　　～介護療養型医療施設

明細情報レコード

：

基本情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

明細情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

集計情報レコード

基本情報レコード

食事費用情報レコ
ード

食事費用情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　：

　：

特定診療費情報レ
コード

特定診療費情報レコード

交換情報識別番号

レコード種別コード

サービス提供年月

事業所番号

証記載保険者番号

被保険者番号

　　：

　　：

：



- ３３ -

・基本情報レコード

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※１

２ レコード種別コード 数字 ２
０１を設定する（基本情報レコー
ド）

３ サービス提供年月 数字 ６
請求対象となるサービス提供年月
（西暦年月(YYYYMM)）を設定する

※２

４ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事業所等の
事業所番号を設定する

※３

５ 証記載保険者番号 数字 ８ 保険者番号を設定する ※３

６ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者の被保
険者番号を設定する

※３

７ 負担者番号 数字 ８
公費１負担対象の場合公費１負担
者番号を設定する

※３

８

公
費
１ 受給者番号 数字 ７

公費１負担対象の場合公費１受給
者番号を設定する

※３

９ 負担者番号 数字 ８
公費２負担対象の場合公費２負担
者番号を設定する

※３

１０

公
費
２ 受給者番号 数字 ７

公費２負担対象の場合公費２受給
者番号を設定する

※３

１１ 負担者番号 数字 ８
公費３負担対象の場合公費３負担
者番号を設定する

※３

１２

公
費
３ 受給者番号 数字 ７

公費３負担対象の場合公費３受給
者番号を設定する

※３

１３ 生年月日 数字 ８
被保険者の生年月日（西暦年月日
(YYYYMMDD)）を設定する

※４

１４ 性別コード 数字 １ 被保険者の性別を設定する ※３

１５
要介護状態区分コー
ド

数字 ２
要介護状態区分を設定する ※３

１６
旧措置入所者特例コ
ード

数字 １
旧措置入所者特例の有無を設定す
る

※３

１７
認定有効期間　開始
年月日

数字 ８
認定有効期間の開始年月日（西暦年
月日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

１８

被
保
険
者
情
報

認定有効期間　終了
年月日

数字 ８
認定有効期間の終了年月日（西暦年
月日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

１９
居宅サービス計画作
成区分コード

数字 １
居宅サービス計画作者の区分（作成
者区分）を設定する

※３

２０

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

事業所番号
（居宅介護支援事業
所）

数字 １０

居宅介護支援事業所番号を設定す
る。

項番１９が「居
宅介護支援事業
所」」のとき必須

２１ 開始年月日 数字 ８
サービス開始年月日（西暦年月日
(YYYYMMDD)）を設定する

※４

２２ 中止年月日 数字 ８
サービス中止年月日（西暦年月日
(YYYYMMDD)）を設定する

※４
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項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

２３ 中止理由コード 数字 １ 中止理由を設定する ※３

２４ 入所（院）年月日 数字 ８
施設への入所（院）年月日（西暦年
月日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

２５ 退所（院）年月日 数字 ８
施設の退所（院）年月日（西暦年月
日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

２６ 入所（院）実日数 数字 ２
入所（院）期間中の実入所（院）日
数を設定する

２７ 外泊日数 数字 ２
入所（院）期間中の外泊として精算
可能な日数を設定する

２８ 退所（院）後の状態コード 数字 １ 退所（院）後の状況を設定する ※３

２９ 保険給付率 数字 ３ 保険分給付率を設定する

３０ 公費１給付率 数字 ３ 公費１分給付率を設定する

３１ 公費２給付率 数字 ３ 公費２分給付率を設定する

３２ 公費３給付率 数字 ３ 公費３分給付率を設定する

３３ サービス点数 数字 ８ サービス点数の合計を設定する

３４ 保険請求額 数字 ９ 保険請求額の合計を設定する

３５ 利用者負担額 数字 ８ 利用者負担額の合計を設定する

３６
緊急時施設療養費保
険請求分合計額

数字 ９
緊急時施設療養費保険請求分の合
計点数を設定する

３７
特定診療費保険請求
分合計額

数字 ９
特定診療費保険請求分の合計点数
を設定する

３８ 食事提供費請求額 数字 ８
食事提供費請求額の合計を設定す
る

３９ サービス点数 数字 ８
公費１対象のサービス点数の合計
を設定する

４０ 公費請求額 数字 ８ 公費１請求額の合計を設定する

４１ 公費本人負担額 数字 ８
公費１本人負担額の合計を設定す
る

４２
緊急時施設療養
費公費請求分合
計額

数字 ８
緊急時施設療養費公費１請求分の
合計点数を設定する

４３
特定診療費公費
請求分合計額

数字 ８
特定診療費公費１請求分の合計点
数を設定する

４４

公
費
１

食事提供費公費
請求分

数字 ８
食事提供費請求額の公費１請求分
を設定する

４５ サービス点数 数字 ８
公費２対象のサービス点数の合計
を設定する

４６ 公費請求額 数字 ８ 公費２請求額の合計を設定する

４７ 公費本人負担額 数字 ８
公費２本人負担額の合計を設定す
る

４８

合
計
情
報

公
費
２

緊急時施設療養
費公費請求分合
計額

数字 ８
緊急時施設療養費公費２請求分の
合計点数を設定する
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項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

４９
特定診療費公費
請求分合計額

数字 ８
特定診療費公費２請求分の合計点
数を設定する

５０

公
費
２

食事提供費公費
請求分

数字 ８
食事提供費請求額の公費２請求分
を設定する

５１ サービス点数 数字 ８
公費３対象のサービス点数の合計
を設定する

５２ 公費請求額 数字 ８ 公費３請求額の合計を設定する

５３ 公費本人負担額 数字 ８
公費３本人負担額の合計を設定す
る

５４
緊急時施設療養
費公費請求分合
計額

数字 ８
緊急時施設療養費公費３請求分の
合計点数を設定する

５５
特定診療費公費
請求分合計額

数字 ８
特定診療費公費３請求分の合計点
数を設定する

５６

合
計
情
報

公
費
３

食事提供費公費
請求分

数字 ８
食事提供費請求額の公費３請求分
を設定する

※ １　設定する内容は様式による。様式と交換情報識別番号の対応は P16 を参照のこと。

※ ２　「3.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.113)

※ ３　「3.4 コード一覧」参照。(P.106)

※ ４　「3.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.113)
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・明細情報レコード（複数レコード）

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※１

２ レコード種別コード 数字 ２ ０２を設定する（明細情報レコード）

３ サービス提供年月 数字 ６
請求対象となるサービス提供年月

（西暦年月(YYYYMM)）を設定する

※２

４ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事業所等の事

業所番号を設定する

※３

５ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設

定する

※３

６ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者の被保

険者番号を設定する

※３

７ サービス種類コード 数字 ２ サービス種類コードを設定する ※３

８ サービス項目コード 数字 ４ サービス項目コードを設定する ※３

９ 点数 数字 ４ 単位あたりの点数を設定する

１０ 日数・回数 数字 ２ 日数または回数を設定する

１１ 公費１対象日数・回数 数字 ２ 公費１対象日数・回数

１２ 公費２対象日数・回数 数字 ２ 公費２対象日数・回数

１３ 公費３対象日数・回数 数字 ２ 公費３対象日数・回数

１４ サービス点数 数字 ６ 対象分のサービス点数を設定する

１５ 公費１対象サービス点数 数字 ６
公費１対象分のサービス点数を設定

する

１６ 公費２対象サービス点数 数字 ６
公費２対象分のサービス点数を設定

する

１７ 公費３対象サービス点数 数字 ６
公費３対象分のサービス点数を設定

する

１８ 摘要 英数 ２０ ※４

※ １　設定する内容は様式による。様式と交換情報識別番号の対応は P16 を参照のこと。

※ ２　「3.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.113)

※ ３　「3.4 コード一覧」参照。(P.106)

※４　「3.5 留意事項：｢摘要｣欄」参照。(P.113)
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・緊急時施設療養情報レコード（複数レコード）

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※１

２ レコード種別コード 数字 ２
０３を設定する（緊急時施設療養情
報レコード）

３ サービス提供年月 数字 ６
請求対象となるサービス提供年月
（西暦年月(YYYYMM)）を設定する

※２

４ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事業所等の
事業所番号を設定する

※３

５ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設
定する

※３

６ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者の被保
険者番号を設定する

※３

７
緊急時施設療養情報レコ
ード順次番号

数字 ２

本レコードが複数になる場合、０１
～９８の順次番号を設定する
レコードが１件のみの場合、及び複
数レコードの最後レコードには９
９を設定する

８ 緊急時傷病名１ 漢字 ４０ 緊急時傷病名１を設定する

９ 緊急時傷病名２ 漢字 ４０ 緊急時傷病名２を設定する

１０ 緊急時傷病名３ 漢字 ４０ 緊急時傷病名３を設定する

１１ 緊急時治療開始年月日１ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日１（西暦年
月日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

１２ 緊急時治療開始年月日２ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日２（西暦年
月日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

１３ 緊急時治療開始年月日３ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日３（西暦年
月日(YYYYMMDD)）を設定する

※４

１４ 往診日数 数字 ２ 往診日数を設定する ※５

１５ 往診医療機関名 漢字 ４０ 往診医療機関名を設定する

１６ 通院日数 数字 ２ 通院日数を設定する ※５

１７ 通院医療機関名 漢字 ４０ 通院医療機関名を設定する

１８ 緊急時治療管理点数 数字 ６
緊急時治療管理の単位点数を設定
する

※５

１９ 緊急時治療管理日数 数字 ２ 緊急時治療の日数を設定する ※５

２０ 緊急時治療管理小計 数字 ７ 緊急時治療管理の小計を設定する ※５

２１ リハビリテーション点数 数字 ７
リハビリテーションの点数を設定
する

※５

２２ 処置点数 数字 ７ 処理の点数を設定する ※５

２３ 手術点数 数字 ７ 手術の点数を設定する ※５
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項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

２４ 麻酔点数 数字 ７ 麻酔の点数を設定する ※５

２５ 放射線治療点数 数字 ７ 放射線治療の点数を設定する ※５

２６ 摘要１ 漢字 ６４ 摘要を設定する

２７ 摘要２ 漢字 ６４ 摘要を設定する

　： ： ： ： 　：

４５ 摘要２０ 漢字 ６４ 摘要を設定する

４６
緊急時施設療養費合計点
数

数字 ８
緊急時施設療養費の合計点を設定
する

※５

※ １　設定する内容は様式による。様式と交換情報識別番号の対応は P16 を参照のこと。

※ ２　「3.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.113)

※ ３　「3.4 コード一覧」参照。(P.106)

※ ４　「3.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.113)

※ ５　緊急時施設療養情報レコード順次番号が９９のときのみ設定する。
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・特定診療費情報レコード（複数レコード）

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※１

２ レコード種別コード 数字 ２
０４を設定する
（特定診療費情報レコード）

３ サービス提供年月 数字 ６
請求対象となるサービス提供年月
（西暦年月(YYYYMM)）を設定する

※２

４ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事業所等の
事業所番号を設定する

※３

５ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設
定する

※３

６ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者の被保
険者番号を設定する

※３

７
特定診療費情報レコード
順次番号

数字 ２

本レコードが複数になる場合、０１
～９８の順次番号を設定する
レコードが１件のみの場合、及び複
数レコードの最後レコードには９
９を設定する

８ 傷病名 漢字 ４０ 傷病名を設定する

９ 指導管理料点数 数字 ７
保険分の指導管理料の点数を設定
する。

※４

１０
リハビリテーション
点数

数字 ７
保険分のリハビリテーション点数
を設定する

※４

１１ 精神科専門療法点数 数字 ７
保険分の精神科専門療法点数を設
定する

※４

１２ 画像診断点数 数字 ７ 保険分の画像診断点数を設定する ※４

１３ 処置点数 数字 ７ 保険分の処置点数を設定する ※４

１４ 手術点数 数字 ７ 保険分の手術点数を設定する ※４

１５

保
険
請
求
分

合計点数 数字 ８ 保険分の合計点数を設定する ※４

１６ 指導管理料点数 数字 ７
公費１分の指導管理料点数を設定
する

※４

１７
リハビリテーション
点数

数字 ７
公費１分のリハビリテーション点
数を設定する

※４

１８ 精神科専門療法点数 数字 ７
公費１分の精神科専門療法点数を
設定する

※４

１９ 画像診断点数 数字 ７
公費１分の画像診断点数を設定す
る

※４

２０ 処置点数 数字 ７ 公費１分の処置点数を設定する ※４

２１ 手術点数 数字 ７ 公費１分の手術点数を設定する ※４

２２

公
費
１
請
求
分

合計点数 数字 ８ 公費１分の合計点数を設定する ※４
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項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ
数

内容 備考

２３ 指導管理料点数 数字 ７
公費２分の指導管理料点数を設定
する

※４

２４
リハビリテーション
点数

数字 ７
公費２分のリハビリテーション点
数を設定する

※４

２５ 精神科専門療法点数 数字 ７
公費２分の精神科専門療法点数を
設定する

※４

２６ 画像診断点数 数字 ７
公費２分の画像診断点数を設定す
る

※４

２７ 処置点数 数字 ７ 公費２分の処置点数を設定する ※４

２８ 手術点数 数字 ７ 公費２分の手術点数を設定する ※４

２９

公
費
２
請
求
分

合計点数 数字 ８ 公費２分の合計点数を設定する ※４

３０ 指導管理料点数 数字 ７
公費３分の指導管理料点数を設定
する

※４

３１
リハビリテーション
点数

数字 ７
公費３分のリハビリテーション点
数を設定する

※４

３２ 精神科専門療法点数 数字 ７
公費３分の精神科専門療法点数を
設定する

※４

３３ 画像診断点数 数字 ７
公費３分の画像診断点数を設定す
る

※４

３４ 処置点数 数字 ７ 公費３分の処置点数を設定する ※４

３５ 手術点数 数字 ７ 公費３分の手術点数を設定する ※４

３６

公
費
３
請
求
分

合計点数 数字 ８ 公費３分の合計点数を設定する ※４

３７ 摘要１ 漢字 ６４ 摘要を設定する

３８ 摘要２ 漢字 ６４ 摘要を設定する

　： ： ： ： 　：

５６ 摘要２０ 漢字 ６４ 摘要を設定する

※ １　設定する内容は様式による。様式と交換情報識別番号の対応は P16 を参照のこと。

※ ２　「3.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.113)

※ ３　「3.4 コード一覧」参照。(P.106)

※ ４　特定診療費情報レコード順次番号が９９のときのみ設定する。


